
 

 

 

平成27年11月27日 11:30以降解禁 

平成２７年１１月２４日 

      資料提供先 福山市政記者クラブ 
 

 

特殊車両に対する指導取締を実施します！！  
～違反車両撲滅のため取締を強化～ 

  
 

道路を通行する大型トレーラー等の特殊車両については、道路構造の保全や交通安全のた

め、通行に際し、道路管理者の許可が必要です。 

しかし、無許可又は違法な状態で走行している車両が多く見受けられるのが現状です。 

     福山河川国道事務所では、特殊車両通行許可制度の普及啓発と違反車両に対して是正指導

を行うことを目的に、広島県警察の協力を得て、特殊車両の指導取締を定期的に実施してい

ます。 
平成２６年５月９日に策定された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」に基づき、

国民の財産である道路をきわめて大きく傷める重量超過の悪質違反者には厳罰化を、適正に道路を利用し

て物流を支える方にはより使いやすくといったメリハリの効いた取り組みを進めています。 

 

国土交通省ＨＰ http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html 

 

■ 日  時： 平成２７年１１月２７日(金) 9:30～11:30 
（雨天等で取締を中止する場合があります。） 

        ※平成２７年度は第１１回目の取締となります。 

■ 場  所： 一般国道 2号 大門
だいもん

取締基地（下り） 

           （所在地：福山市大門町野々
だいもんちょうのの

浜
はま

地内）（別紙－１） 

■ 協力機関： 広島県警察本部 交通部 交通機動隊 

■ 留意事項： 取締予定の報道解禁は、取締日の 11時 30分以降と 

させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

          なお、取締時のカメラ取材は可能です。 

お問い合わせ先 

 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

           副   所   長   岸部
き し べ

 明和
あきかず

 

【担  当】道路管理第一課長   大谷
おおたに

 信
のぶ

英
ひで

 

   TEL(084）923‐2553 (ダイヤルイン） 

   FAX(084）923‐2558 

  ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 

【広報担当窓口】調査設計第二課長 井
い

町
まち

 和正
かずまさ

 

    TEL(084）923‐2510 (ダイヤルイン） 

お知らせ 
 



 

（別紙－１） 
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大門取締基地(下り）【写真】 

 

 

 
 

 

  



※取締結果及び状況 
 

平成２７年度は１１月中旬までに計１０回の特殊車両指導取締を行いました。 
    平成 27 年 11 月中旬まで 

国道 2 号 取締回数 取締台数 

違反台数 

上段：措置命令 

下段：警告書 

上 り 6 16 
2 

8 

下 り 4 13 
0 

9 

※これまでに、警察機関の御協力もありトラブルは発生しておりません。 

今後も引き続き円滑な特殊車両指導取締を行って行きます。 

 

車両重量計測イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両寸法計測イメージ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 掲載の車両写真は、取締の状況写真であり違反の車両ではありません。 
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道路が損傷する大きな原因には、定められたルールを守らず通
行することなどが上げられています。特に、過積載車両が橋梁
や舗装に大きな影響を及ぼします。 

過積載車両が橋梁や舗装へ及ぼす影響 

橋の裏面の様子（床版） 橋桁の破断 
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バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一について

○国際海上コンテナ輸送⾞両प限ॉ許可さोथいた駆軸重11ق 5ｔْ通常म10t以内ٓك○国際海上コンテナ輸送⾞両प限ॉ許可さोथいた駆軸重11.5قｔْ通常म10t以内ٓك
をバン型等セミトレーラ連結⾞２ق軸トラクターप限ॊ特例8⾞種كपも同等भ緩和を実施
※※但し、エアサスペンション但し、エアサスペンションを装着घॊ⾞両ऩनを装着घॊ⾞両ऩन、今回の緩和पेॉ道路運送⾞両法の保安基準適合धऩॊ⾞両が対象、今回の緩和पेॉ道路運送⾞両法の保安基準適合धऩॊ⾞両が対象

■駆軸重の緩和 ■緩和対象⾞両ق特例８⾞種ك

国際海上コンテナバン型等ق例धしथ国内コンテナك
※開封दきऩい

■駆軸重の緩和 ■緩和対象⾞両ق特例８⾞種ك

䞉バン型セミトレ䞊ラ

ْ現状ٓ

最⼤積載重量 約30t
※開封दきऩい※開封可能

䞉タンク型セミトレ䞊ラ 䞉あおり型セミトレ䞊ラ

最⼤積載重量 約24t

10t 11.5t

䞉幌枠型セミトレ䞊ラ
䞉スタンション型セミトレ䞊ラ

䞉コンテナ用セミトレ䞊ラ 䞉船底型セミトレ䞊ラْ緩和後ٓ国際海上コンテナ輸送⾞両प限ैङ駆軸重11.すtप緩和

䞉自動車運搬用セミトレ䞊ラ

最⼤積載重量 約30t

11.5t ※2軸トラクターप限ॊ

別　紙 H 27.3.31改正 

H 27.6.1施行



ᾃᾄフィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直しについて

○従来भ40フॕートコンテナेॉ⻑い45フॕートコンテナق+約1.5mكभ需要ऋあॉؚ45フॕートコンテナに対応すॊञीにमؚ
⾞両⻑ऋ1、ｍを超えॊ⾞両ऋ⼀部存在⾞両⻑ऋ1、ｍを超えॊ⾞両ऋ 部存在

○そभञीؚ45フॕートコンテナを積載すॊ⾞両を始ीংン型等भセミトレーছ連結⾞ق特例８⾞種كभ⾞両⻑भ制限を緩和
ञटしؚজ॔オーংーঁングに条件あॉ※كm→1。m、1ق

○まञؚ通⾏許可भ審査をすॊ際にुؚজ॔オーংーঁングや交差点भ交差⾓を考慮भ上ؚ審査条件を緩和

■審査条件の緩和 ※特殊⾞両通⾏許可限度算定要領ेॉ■全⻑の緩和ق海上コンテナ輸送⾞両भ例ك
連結全⻑1、.0mまद

審査条件の緩和
ْ現 状ٓ

※特殊⾞両通⾏許可限度算定要領ेॉ

40りt

ْ⾞両分類０-1ْٓ⾞両分類Ⅰ-1ٓ

⻑の緩和ق海 輸 ⾞両 例ك

現 状ْ⾒直し後ٓ

45りt

連結全⻑18.0mまद

14mだL≦1、m 1、mだL≦20m

⾒直し後
17mを超える⾞両दुؚ以下भ条件付きद算定要領に定ीॊ
⾞両分類Ⅰにेॊ審査結果ध同等धすॊ؛

※জアオーংーঁングधम
ك後軸भ旋回中⼼ऊै⾞両後端まदق

⾒直し後 ⾞両分類Ⅰにेॊ審査結果ध同等धすॊ؛
→ 申請経路内भ交差点भ交差⾓90°以内 かつ

■緩和対象⾞両ق特例８⾞種ك■効果ق海上コンテナ輸送⾞両भ例ك

１7mを超える⾞両दुؚ以下भ条件付きद申請・許可の対象धすॊ؛

⋇全⻑17.5mまद জ॔オーংーঁング※ 3.2 m≦L≦4.2m
⋈全⻑18.0mまद জ॔オーংーঁング※ 3.8 m≦L≦4.2m

ْ⾒直し後ٓ
連結全⻑1、.0m超〜18.0m

■緩和対象⾞両ق特例８⾞種ك
※※海コンに限らずংン型等セミトレーছ連結⾞全体を対象海コンに限らずংン型等セミトレーছ連結⾞全体を対象

䞉バン型セミトレ䞊ラ

䞉幌枠型セミトレ䞊ラ 䞉自動車運搬用セミトレ䞊ラ 䞉スタンション型セミトレ䞊ラ

■効果ق海上コンテナ輸送⾞両भ例ك

※40ftに対し積載容量

が約13%アップ

䞉タンク型セミトレ䞊ラ

䞉コンテナ用セミトレ䞊ラ 䞉あおり型セミトレ䞊ラ
䞉船底型セミトレ䞊ラ

45りt

※⼀部、17mを超える45ftコンテナ積載⾞両も
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